
証券コード 3237
2024年６月７日

（電子提供措置の開始日 2024年５月31日）

株 主 各 位
東京都渋谷区道玄坂一丁目16番５号

株 式 会 社 イ ン ト ラ ン ス
代表取締役社長 何 同 璽

第26回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第26回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.intrance.jp/release/stockholders/shareholder-meetings/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、当社名又は証券コードを入力・検

索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年６月21日(金曜日)

午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１. 日 時 2024年６月24日(月曜日) 午前10時

２. 場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 渋谷ソラスタ４階
渋谷ソラスタコンファレンス
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご
参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)

３. 目的事項
報告事項 １．第26期(2023年４月１日から2024年３月31日まで)

事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第26期(2023年４月１日から2024年３月31日まで)
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役４名選任の件

４. 招集にあたっての決定事項
◎代理人による議決権行使
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名

を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を
証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修

正内容を掲載させていただきます。
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事 業 報 告

( 2023年４月１日から )2024年３月31日まで

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2023年４月１日～2024年３月31日）におけるわが国経済は、

新型コロナウイルス感染症の５類移行による経済活動の回復や、宿泊・飲食サー

ビスがインバウンド需要を伸長するなど、引き続き緩やかな回復を見せました。

その一方、世界的な金融引き締めによる影響や、ロシア・ウクライナ情勢の長

期化や中東情勢の緊迫化、資源・エネルギー価格の高騰、為替の変動、国内外の

物価上昇、労働力不足の進行等が懸念され、先行き不透明な状況が続いておりま

す。

こうした中、当社グループが属する不動産業界では、資材価格高騰に伴う住宅

価格の上昇や、物価高による消費マインド低下等の影響はありますが、引き続き

低水準にある資金調達コストを背景として投資家の投資意欲は旺盛であり、不動

産市場は概ね堅調に推移しております。

また、当社が注力するホテル関連分野の市場におきましては、海外からの訪日

観光客を中心として、観光需要の回復は鮮明となっており、レジャー目的を中心

とした宿泊施設の需要回復は、今後も期待できるものと考えております。

その一方、当社が注力する中国本土からの訪日観光客数は、日中関係や中国経

済の先行き不安等により、コロナ禍以前と比較すると未だ低水準に留まっており、

インバウンド需要の伸長効果を十分に享受できていない状況が続いております。

このような状況の下、当社グループでは、創業からの主事業であります「不動

産事業」に加え、ホテル・宿泊施設等の運営、支援、開発等の事業を行う「ホテ

ル運営事業」に軸足を置き、事業の整備と成長のための活動を推進してまいりま

した。

この結果、2023年11月８日付「ホテル運営事業における建物賃貸借予約契約締

結のお知らせ」にて公表しましたとおり、2027年３月開業予定の「北海道ボール

パークホテル（仮称）」の建物賃貸借予約契約締結を決議し、当社グループがこれ

まで運営してきたホテルと比較し、より大型の案件着手を開始いたしました。

その他、「その他事業」として、連結子会社である瀛創（上海）商務咨洵有限公

司において、2023年10月11日付「連結子会社の送客事業の開始に関するお知らせ」

にて公表しましたとおり、国内インバウンド送客事業を開始しました。併せて、

連結子会社であるジャパンホテルインベストメント株式会社を中心として、ホテ

ル施設への投資のためのファンド組成・運営を準備し、それぞれ注力してまいり

ました。

この結果、売上高は1,292,217千円（前期比116.0％増)、営業損失は154,220千
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円（前期は営業損失416,169千円)、経常損失は162,432千円（前期は経常損失

471,007千円)、親会社株主に帰属する当期純損失は139,905千円（前期は親会社株

主に帰属する当期純損失493,412千円)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、ハーブガーデン運営事業につきましては、2023年８月29日付「連結子会

社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、連結子会社

であった株式会社大多喜ハーブガーデンの全株式を譲渡したことにより、同社は

第２四半期連結会計期間をもって、当社グループの連結範囲から外れました。

（不動産事業）

不動産事業につきましては、当連結会計年度において、主にプロパティマネジ

メント、販売用不動産の売却に注力し、販売用不動産の売却が三件成立し、これ

ら売却額が収益に大きく寄与したことで、売上高は742,501千円（前期比173.5％

増）、セグメント利益（営業利益）は299,439千円（前期比774.4％増）となりまし

た。

（ホテル運営事業）

ホテル運営事業につきましては、当連結会計年度において、自社ブランドやグ

ローバルホテルブランドのホテルの運営に注力しましたが、当社が注力する中国

本土からの訪日観光客需要が十分に回復に至っていないこと、そして新規ホテル

の投資が予定どおりに進まなかったこと等により、売上高は446,183千円（前期比

260.3％増）、セグメント損失（営業損失）は77,223千円（前期は営業損失146,018

千円）となりました。

（ハーブガーデン運営事業）

ハーブガーデン運営事業につきましては、第２四半期連結累計期間に連結子会

社である大多喜ハーブガーデンの全株式を譲渡したことにより、連結数値への取

り込みは、第２四半期連結累計期間までとなり、売上高は103,533千円（前期比

49.0％減）、セグメント損失（営業損失）は4,175千円（前期は営業損失26,758千

円）となりました。

（その他）

その他事業につきましては、当連結会計年度において、中華圏からの国内イン

バウンド送客を担う連結子会社の瀛創（上海）商務咨洵有限公司における国内イ

ンバウンド送客事業、及びジャパンホテルインベストメント株式会社を中心とし

たホテル投資事業への取り組みを進めてまいりましたが、収益寄与は限定的とな

り、前期及び今期とも売上はなく、セグメント損失（営業損失）は32,514千円

（前期は営業損失32,334千円）となりました。
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(2) 設備投資の状況

該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

2023年４月28日に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債３億円を発行いた

しました。

(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社グループは、当連結会計年度において、ＹＵＭＩＨＡ沖縄合同会社が運営

する匿名組合ＹＵＭＩＨＡ沖縄に対し、80百万円の匿名組合出資、京都ホテルオ

ペレーションズ合同会社が運営する匿名組合京都ホテルオペレーションズに対し、

47百万円の匿名組合出資、瀛創（上海）商務咨洵有限公司へ14万米ドルの追加出

資を実施いたしました。その内訳は、当社単独による出資であり、合計148百万円

であります。

(5) 対処すべき課題

① 財務基盤の強化

当社グループでは、不動産事業、ホテル運営事業の推進において、機動的か

つ多額な資金が必要であります。このため、安定的な財務基盤の確保が必要で

あり、当社グループの成長に必要な資金調達の確保に努めてまいります。

② ホテル運営事業の成長と収益化

当社グループでは、注力するホテル運営事業の成長と収益化のため、ホテル

施設運営、ホテル運営受託、ホテル運営アドバイザリー、そしてホテル投資フ

ァンド等、多様な収益機会の確保及び規模の拡大が必要と考えております。こ

のため、当社グループにおける事業間の連携を高め、成長に向けた取り組みに

努めてまいります。

③ 人材の確保

当社グループでは、ホテル運営事業において高い成長を目指しており、この

ためには施設運営における人材及び事業開発のための人材確保が必要でありま

す。また、関係会社の増加により、当社グループの管理部門の強化も必要であ

り、これら人材の確保に努めてまいります。
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(6) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第23期

(2020年度)
第24期

(2021年度)
第25期

(2022年度)

第26期
(当連結会計年度)

(2023年度)

売 上 高 (千円) 1,175,952 2,351,550 598,187 1,292,217

経常利益又は経常損失（△） (千円) △965,625 195,188 △471,007 △162,432

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益又は当期純損失（△）

(千円) △993,160 156,110 △493,412 △139,905

１株当たり当期純利益又は当
期純損失（△）

(円) △26.79 4.21 △13.31 △3.74

総 資 産 (千円) 2,911,269 1,862,683 1,181,012 1,158,001

純 資 産 (千円) 1,033,875 1,182,078 692,706 860,453

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 27.13 31.23 17.90 19.68

② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第23期

(2020年度)
第24期

(2021年度)
第25期

(2022年度)

第26期
(当事業年度)
(2023年度)

売 上 高 (千円) 978,731 2,113,113 274,949 755,668

経常利益又は経常損失（△） (千円) △928,260 204,669 △470,576 △126,962

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) △1,009,508 148,367 △492,851 △150,520

１株当たり当期純利益又は当
期純損失（△）

(円) △27.23 4.00 △13.29 △4.03

総 資 産 (千円) 2,822,316 1,738,687 1,049,352 1,088,820

純 資 産 (千円) 1,034,379 1,181,079 693,001 853,360

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 27.20 31.20 17.90 19.51

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

(ⅰ)親会社との関係

合同会社インバウンドインベストメント及びＥＴモバイルジャパン株式会社

は、当社の株式22,871,384株（議決権比率54.87％）を保有しておりましたが、

合同会社インバウンドインベストメントが保有する当社株式の一部を市場外取

引によりディライトワークス株式会社及び株式会社ファインドスターグループ

へ譲渡した結果、合同会社インバウンドインベストメントの保有株式は

15,551,384株（議決権比率37.31％）となり、合同会社インバウンドインベスト

メント及びＥＴモバイルジャパン株式会社は、2024年３月13日付で当社の親会

社に該当しないこととなりました。

なお、資本関係として、ＥＴモバイルジャパン株式会社は、当社株式を直接

所有する合同会社インバウンドインベストメントの親会社であり、当社株式を
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15,551,384株（議決権比率37.31％）間接所有しております。

人的関係は、合同会社インバウンドインベストメントの職務執行者及びＥＴ

モバイルジャパン株式会社の代表者である何同璽氏が当社の代表取締役を務め

ております。

(ⅱ)親会社との間の取引に関する事項

当社は、合同会社インバウンドインベストメントに対し無担保転換社債型新

株予約権付社債及び新株予約権を発行しており、無担保転換社債型新株予約権

付社債のみ転換行使されております。

イ.取引にあたっての当社の利益を害さないように留意した事項

一般的な取引条件を参考に、適正な条件で行うことを基本方針とし、取引

内容及び取引の妥当性について、少数株主の利益に相反しないかどうか慎重

に検討して実施しております。

ロ.当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びそ

の理由

意思決定のプロセス等につきましては、社外役員の経営監視・監督の下、

取引の公平性を確保することで少数株主に不利益を与えないものと判断して

います。

ハ.取締役会の判断が社外役員の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

上記の内容は、当事業年度末日現在で記載しております。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 50,000千円 100％ ホテル運営事業

瀛創（上海）商務咨洵有限公司 101万米ドル 100％ その他事業

ＹＵＭＩＨＡ沖縄合同会社 100千円 100％ ホテル運営事業

京都ホテルオペレーションズ合同会社 100千円 100％ ホテル運営事業

(8) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）

区 分 事 業 内 容

不 動 産 事 業
自己勘定による不動産購入及び売却、不動産運営による賃料収
入、不動産管理による管理収入、不動産仲介による手数料収入等

ホ テ ル 運 営 事 業
宿泊施設等の運営及び運営受託、宿泊施設等の運営アドバイザリー
等

ハーブガーデン運営事業
株式会社大多喜ハーブガーデンにおいてハーブガーデンの運営及び
ハーブ等の生産・卸売販売

そ の 他 事 業
瀛創（上海）商務咨洵有限公司における中国からの国内インバウン
ド送客事業等
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(9) 主要な営業所（2024年３月31日現在）

① 当 社 本社：東京都渋谷区

② 子会社

株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 本社：東京都渋谷区

瀛創（上海）商務咨洵有限公司 本社：中国上海市

ＹＵＭＩＨＡ沖縄合同会社 本社：沖縄県国頭郡恩納村

京都ホテルオペレーションズ合同会社 本社：京都府京都市中京区

(10) 従業員の状況（2024年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

46名 ４名増

② 当社の従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 ７名 ２名減 44.9歳 6.0年

女 性 ８名 １名増 37.3歳 5.3年

合計又は平均 15名 １名減 40.8歳 5.6年

(11) 主要な借入先（2024年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 北 陸 銀 行 28,000千円

日 本 政 策 金 融 公 庫 13,260千円

(12) その他の企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２. 会社の株式に関する事項（2024年３月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 115,200,000株

(2) 発行済株式の総数 41,685,984株 (自己株式60,400株を除く)

(3) 株主数 11,990名

(4) 大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合同会社インバウンドインベストメント 15,551,384株 37.31％

デ ィ ラ イ ト ワ ー ク ス 株 式 会 社 6,660,000株 15.98％

株式会社ファインドスターグループ 660,000株 1.58％

祢 津 聖 一 380,000株 0.91％

関 浩 子 290,000株 0.70％

加 藤 久 美 子 286,200株 0.69％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 280,000株 0.67％

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 270,900株 0.65％

有限会社レアリア・インベストメント 245,400株 0.59％

伊 藤 新 祐 232,700株 0.56％

(注）持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３. 会社の新株予約権等に関する事項
当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

（第４回新株予約権）

取締役
（社外取締役を除く）

社外取締役

発行決議日 2019年９月11日

保有者数 ２名 ２名

新株予約権の数 1,200個 800個

目的である株式の種類及び数 普通株式 120,000株 普通株式 80,000株

新株予約権の払込金額 払込要しない

新株予約権の行使価額 １株につき134円

新株予約権の行使期間 2021年９月12日から2026年９月11日

新株予約権の行使の条件 （注）

（注）新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社、当社子会社、又は当社関連会

社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期

満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合にはこの限りではない。

２．新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち１

名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。

３．新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数

を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

４．新株予約権の一部行使はできないものとする。

（第６回新株予約権）

取締役
（社外取締役を除く）

社外取締役

発行決議日 2022年４月13日

保有者数 ２名 ３名

新株予約権の数 3,000個 2,400個

目的である株式の種類及び数 普通株式 300,000株 普通株式 240,000株

新株予約権の払込金額 45円／個 払込金額の合計 243,000円

新株予約権の行使価額 １株につき70円

新株予約権の行使期間 2023年４月13日から2031年４月12日

新株予約権の行使の条件 （注）
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（注）新株予約権の行使の条件

１．譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

２．本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場

合には、これを切り捨てるものとする。

３．その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締

結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 何 同 璽

合同会社インバウンドインベストメント 職務執行者

ＥＴモバイルジャパン株式会社 代表取締役

株式会社いるかラボ 代表取締役

北京逸行之旅信息科技有限公司 董事長

北京逸行国際旅行社有限公司 執行董事

海之行（上海）国除旅行社有限公司 執行董事

株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 取締役

ホスピタリティインベストメント合同会社 職務執行者

ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役

株式会社日本遊 代表取締役

ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役

一般社団法人Keystone 代表理事

取 締 役 須 藤 茂

株式会社エスペシア 代表取締役

株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ 代表取締役

京都ホテルオペレーションズ合同会社 職務執行者

ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役

ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役

YUMIHA沖縄合同会社 職務執行者

取 締 役 日 比 野 健

取 締 役 清 水 洋 一 郎 株式会社Ｍビジュアル 取締役

取 締 役 仇 非

上海复医夭健医療服務産業股份有限公司 董事

飛拓无限信息技術（北京）股份有限公司 董事

浙江快准車服網絡科技有限公司 董事

正知資本 ＣＥＯ

取 締 役 江 口 文 敏

常 勤 監 査 役 平 田 邦 夫 ジャパンホテルインベストメント株式会社 監査役

監 査 役 上 床 竜 司

弁護士

あさひ法律事務所パートナー

安田不動産プライベートリート投資法人 監督役員

監 査 役 杉 田 定 大
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(注)１．須藤茂氏及び江口文敏氏は、2023年６月22日開催の第25回定時株主総会において、取締役に新

たに選任され、就任いたしました。

２．杉田定大氏は、2023年６月22日開催の第25回定時株主総会において、監査役に新たに選任さ

れ、就任いたしました。

３．取締役日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び江口文敏氏は、社外取締役であります。

４．監査役上床竜司氏及び杉田定大氏は、社外監査役であります。

５．監査役上床竜司氏につきましては、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

６．監査役平田邦夫氏につきましては、航空業界における豊富な知見及び経営者としての専門的見

地を有しております。

７．ディグネジオ・フレドリック・レッツ氏につきましては、2023年６月22日開催の第25回定時株

主総会終結の時をもって、任期満了により代表取締役社長を退任いたしました。

８．李興氏につきましては、2023年６月22日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって、任期満

了により社外取締役を退任いたしました。

９．青沼丈二氏につきましては、2023年６月22日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって、任

期満了により常勤監査役を退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

取締役である日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び江口文敏氏、並びに監査

役である上床竜司氏、杉田定大氏は当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第

１項に定める額を責任の限度としております。

(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の取締役、監査役、管理職を被保険者として、会社法第430条の３

第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。

被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険により

填補することとしております。被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないよ

うにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等につい

ては、填補の対象外としており、保険料は全額当社が負担しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

① 当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分
報酬等の
総額

報酬等の種類別の総額 対象となる
役員の員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

30,970千円
(14,640千円)

30,970千円
(14,640千円)

―
（―）

―
（―）

８名
(５名)

監 査 役
（うち社外監査役）

10,995千円
(6,120千円)

10,995千円
(6,120千円)

― ―
４名

（３名）

(注)１．上記報酬等の額のうち、社外取締役５名及び社外監査役３名の報酬等の合計額は20,760千円

であります。

２．取締役の報酬限度額は、2008年６月19日開催の第10回定時株主総会において、金銭報酬の総

額として年500,000千円、ストックオプションの総額として年100,000千円以内と決議いただ

いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名であります。
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３．監査役の報酬限度額は、2006年６月22日開催の第８回定時株主総会において、金銭報酬の総

額として年200,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員

数は３名であります。

４．報酬等の額には、2023年６月22日付で退任した取締役２名、監査役１名の報酬を含んでおり

ます。

② 報酬等内容の決定に関する方針

当社は、以下のとおり取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定め、取締

役会において決議しており、取締役の個人別の報酬は、取締役会から一任された

代表取締役社長何同璽が他取締役の意見を参考に当社規程に基づき基本報酬の額

を決定しております。一任する理由は、当社の全部門を統括する立場から最も公

平・公正な評価・判断が可能なことによります。取締役会も当事業年度の当該方

針の運用による決定とその合理性について、これを承認しております。

(ⅰ) 基本方針

当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際して、各職責を踏まえ

た適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には業務執行取締役及び社外取

締役の報酬は、固定報酬を基本報酬とする。

(ⅱ) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する

方針

当社の取締役の基本報酬は、月毎の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応

じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し

て決定するものとする。各取締役の任期は１年であり、事業年度ごとに株主総会

の選任を受ける機関設計であるため、前事業年度の業績や経営環境を勘案した決

定、報酬の見直しが行われる。

(ⅲ) 非金銭報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針

原則として、業務執行取締役及び社外取締役の報酬は固定報酬のみが基本報酬

であるが、業績の拡大や中長期的な企業価値向上を目指すため、業績と経営環境

を考慮したうえで、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプションを割り当て

ることがある。時期及び条件の決定については、業績や経営環境を考慮のうえ取

締役会の決議によるものとし、取締役個人別の割当株式数を決定する。

(ⅳ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範

囲内において、当社規程に基づき一任された代表取締役が、他取締役の意見を参

考に各取締役の基本報酬の額を決定する。

(ⅴ) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであ

ると取締役会が判断した理由

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役が個人別の報酬額の

具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握

している代表取締役に委任することが合理的であると考えられるからであります。
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代表取締役が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うもので

あったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て

取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿う

ものであると判断しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

取締役清水洋一郎氏は、株式会社Ｍビジュアルの取締役を兼職しております

が、当社と兼職先との取引関係はありません。

取締役仇非氏は、上海复医夭健医療服務産業股份有限公司、飛拓无限信息技

術（北京）股份有限公司及び浙江快准車服網絡科技有限公司の董事並びに正知

資本のＣＥＯを兼職しておりますが、当社と兼職先との取引関係はありません。

監査役上床竜司氏は、あさひ法律事務所のパートナー弁護士、安田不動産プ

ライベートリート投資法人の監督役員を兼職しておりますが、当社と兼職先と

の取引関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

取締役日比野健氏は、当事業年度に開催された取締役会19回中19回に出席し、

主に旅行業界における豊富な知見及び経営者としての専門的見地から、当社の

経営に有用な指摘、意見を述べております。

取締役清水洋一郎氏は、当事業年度に開催された取締役会19回中19回に出席

し、主に旅行業界における豊富な知見及び経営者としての専門的見地から、当

社の経営に有用な指摘、意見を述べております。

取締役仇非氏は、当事業年度に開催された取締役会19回中17回に出席し、主

に中国における豊富な知見及び経営者としての専門的見地から、当社の経営に

有用な指摘、意見を述べております。

取締役江口文敏氏は、2023年６月22日付で当社の取締役に就任した後の当事

業年度に開催された取締役会14回中13回に出席し、主に金融業界における豊

富な知見及び経営者としての専門的見地から、当社の経営に有用な指摘、意見

を述べております。

監査役上床竜司氏は、当事業年度に開催された取締役会19回中18回に出席、

監査役会15回中15回に出席し、主に弁護士として法務実務における高い専門性

を有しており、コンプライアンスの観点から、当社の経営に有用な指摘、意見

を述べております。

監査役杉田定大氏は、2023年６月22日付で当社の監査役に就任した後の当事

業年度に開催された取締役会14回中12回に出席、監査役会12回中10回に出席し、

主に国内外の経済産業政策並びにベンチャー政策における豊富な知見及び経験

を有しており、当社の経営に有用な指摘、意見を述べております。
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５. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

三優監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

支 払 額

①当事業年度に係る報酬等の額 24,000千円

②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,000千円

(注)１.上記①の額は、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務に係る報酬であります。
２.当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏

まえ、会計監査人の監査計画の内容や前事業年度における職務執行状況を勘案し、検討した
結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事
業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締

役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査

人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に

招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。

６．会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制の概要

1 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

① 当社及び当社子会社は、取締役会を定期的に開催し、取締役間の意思疎通

を図るとともに相互に業務執行を監督し、常勤監査役及び社外監査役により

取締役の職務執行の適法性を監査する。

② コンプライアンスに関する行動規範を定め、コンプライアンスに関する社

内意識を高めるとともに、法令及び定款、さらには社内規程等を遵守するよ

う当社及び当社子会社の役職員への周知徹底を図る。また、内部統制担当者

が各業務にわたり、法令遵守のシステムを維持する一方で、内部監査人が内

部統制システムの整備状況・運用状況の評価を図り全社的な内部統制を実現
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する。

③ 内部統制関連法規の施行を受けて、内部統制システムの基本計画を策定し、

当社及び当社子会社の内部統制システムの更なる充実を図る。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 当社及び当社子会社は、情報の保存及び管理に関する社内諸規程を整備し、

規程に基づく情報の保存及び管理を実施する。また、情報の性質に応じて、

保存及び管理の責任の所在を明確にし、保存部署・保存年限・保存形式を定

める。

② 保存及び管理された情報は、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。

3 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理に対応する社内規程に基づきリスク管理委員会を設置し

ており、法令・社内規程及び企業倫理を遵守する意識を当社及び当社子会社に

浸透させるとともに、未然にリスクを防止し、リスクの発生時には被害の最小

化、被害拡大の防止、二次拡大の防止、復旧対策を行う。

4 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

① 取締役会規程、職務分掌規程並びに職務権限規程により、取締役の決裁権

限と責任を明確にし、取締役の迅速かつ効率的な職務の執行を実現する。子

会社においても、これに準拠した体制を構築する。

② 取締役会は、市況や環境の変化に対応した当社及び当社子会社のビジョン

と経営計画を決定し、取締役の職務執行の指針を示し、効率的な職務執行を

実現する。

③ 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を招聘する。

5 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

「関係会社管理規程」を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況

及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うこととする。

6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、使用

人を配置する。その場合の当該使用人の任命、異動、評価等人事権に係る事

項については監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、その独立性及び

監査役の指示の実効性確保に努める。

② 監査役の職務を補助する使用人は、その職務を遂行するにあたっては、監

査役の指示にのみ従うものとする。
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7 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制そ

の他の監査役への報告に関する体制

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行につ

いて報告を求められた場合、又は当社及び当社子会社に著しく影響を及ぼす

重要事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為その他これに準ずる事実

並びにそのおそれのある事実を知った場合には、遅滞なく当社監査役に報告

することとする。

② 当社内部監査部門は、「内部監査規程」により、当社監査役に監査状況等を

定期的に報告することとする。

③ 当社は、上記の報告を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対

し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止

する。

8 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求に

かかる費用又は債務が当社監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場

合を除き、これを拒むことはできない。

9 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は法令に従い社外監査役を含み、公正さと透明性を担保する。

② 監査役が、会計監査人及び内部監査人と相互に連携を図ることで、監査の

実効性を高める。

③ 監査役は代表取締役社長と定期的に会合をもち、相互に意見交換を行い、

効果的な監査業務を実施するための体制を構築する。

10 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び当社子会社は、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をも

たないことを企業倫理及び基本姿勢としている。さらに、暴力団の不透明化や

資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、反社会的勢力との関係遮断のための取組

みをより一層推進すべく、社内の担当機関のみならず外部専門機関とも連携し、

代表取締役社長等経営陣のみならず組織全体として関係遮断の不断の努力をし

ている。

11 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社及び当社子会社は、反社会的勢力との関係遮断のため、行動指針を整備

する。また販売、仕入等各業務にわたり、反社会的勢力との関係を排除すべく、

取引の相手方が反社会的勢力との関係をもっていないかにつき自ら調査すると

ともに外部専門機関にも調査を依頼している。また、調査結果は代表取締役社

長に報告している。取引を始めるにあたり、事前調査をすることで、未然に反

社会的勢力との関係を排除することが可能となり、反社会的勢力からの被害を
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防止している。さらに、社内各部に反社会的勢力との関係排除の基本姿勢を周

知徹底すべく、指導及び教育を時宜に応じて行っており、組織全体に反社会的

勢力排除の理念を浸透させている。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における取組みにつきましては、「取締役の職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保す

るための体制」が適切に運用されていることを確認しております。

７．株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基

本方針については、特に定めておりません。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨て、比率につきましては表示単位未

満の端数を四捨五入して、それぞれ表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2024年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金 及 び 契 約 資 産

販 売 用 不 動 産

そ の 他 の 棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

破 産 更 生 債 権 等

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

開 業 費

1,039,699

890,040

81,447

43,837

2,285

22,442

△354

106,899

6,233

5,412

821

0

10,837

10,837

89,828

70,000

84,423

5,405

△70,000

11,401

11,401

流 動 負 債

買 掛 金

1年以内返済予定の長期借入金

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

契 約 負 債

預 り 金

賞 与 引 当 金

株 主 優 待 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

287,246

3,577

32,120

893

63,497

9,860

18,039

6,610

66,888

6,881

59,320

19,557

10,300

9,140

1,160

負 債 合 計 297,547

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

為 替 換 算 調 整 勘 定

新 株 予 約 権

827,413

1,283,205

1,053,204

△1,506,519

△2,476

△7,116

△7,116

40,157

純 資 産 合 計 860,453

資 産 合 計 1,158,001 負債・純資産合計 1,158,001

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2023年４月１日から)2024年３月31日まで

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,292,217

売 上 原 価 515,099

売 上 総 利 益 777,118

販売費及び一般管理費 931,339

営 業 損 失 154,220

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 774

受 取 遅 延 損 害 金 2,000

為 替 差 益 2,882

そ の 他 670 6,335

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,212

社 債 発 行 費 2,813

株 式 交 付 費 1,724

開 業 費 償 却 2,631

そ の 他 165 14,547

経 常 損 失 162,432

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 37,700 37,700

特 別 損 失

減 損 損 失 13,656 13,656

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 138,388

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,188

法 人 税 等 調 整 額 △1,672 1,516

当 期 純 損 失 139,905

親会社株主に帰属する当期純損失 139,905

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2023年４月１日から)2024年３月31日まで
(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

当 期 首 残 高 1,133,205 903,204 △1,366,614 △2,476 667,318

当 期 変 動 額

転換社債型新株予約権付社債の転換 150,000 150,000 300,000

親会社株主に帰属する当期純損失 △139,905 △139,905

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 150,000 150,000 △139,905 - 160,094

当 期 末 残 高 1,283,205 1,053,204 △1,506,519 △2,476 827,413

その他の包括
利益累計額

新株予約権 純資産合計
為替換算調整

勘定

当 期 首 残 高 △3,890 29,278 692,706

当 期 変 動 額

転換社債型新株予約権付社債の転換 300,000

親会社株主に帰属する当期純損失 △139,905

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,226 10,878 7,652

当 期 変 動 額 合 計 △3,226 10,878 167,747

当 期 末 残 高 △7,116 40,157 860,453

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社数 ７社

主要な連結子会社の名称

瀛創（上海）商務咨洵有限公司

株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ

YUMIHA沖縄合同会社

京都ホテルオペレーションズ合同会社

なお、株式会社大多喜ハーブガーデン及びハーブ

生産出荷組合株式会社については、所有株式の全て

を売却したため連結子会社でなくなりました。

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社の数 １社

主要な関連会社の名称

ジャパンホテルオペレーションズ株式会社

３．会計方針に関する事項

(1) 資産の評価基準及び評価

方法

棚卸資産

販売用不動産

個別法による原価法を採用しております。

(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定しております。）

その他の棚卸資産

評価基準は原価法(連結貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価の切下げの方法により

算定しております。）

商品・貯蔵品については、最終仕入原価法を

採用しております。
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(2) 固定資産の減価償却の方

法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建

物附属設備は除く）及び2016年４月１日以後に

取得した建物附属設備については、定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ８～15年

工具、器具及び備品 ４～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、償却年数は５年です。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度負担額を計上しております。

株主優待引当金

株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、

翌連結会計年度において発生すると見込まれる額

を計上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。
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(4) 重要な収益及び費用の計

上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収

益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認

識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① 不動産事業

・物件売却収入

自己勘定により不動産を取得し、リノベーション

等により資産価値を高めた後、投資用不動産として

販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基

づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っていま

す。

当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足さ

れるものであり、当該引渡時点において収益を認識

しております。

・不動産管理収入

不動産管理による管理収入については、プロパテ

ィマネジメントを受託している不動産物件におい

て、管理委託者とのプロパティマネジメント業務委

託契約書又は建物管理請負契約書に基づき当該物件

の管理を行う義務を負っています。

当該履行義務は物件管理サービスが提供される一

定の期間にわたり充足されるものであり、当該履行

義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しておりま

す。

② ホテル運営事業

・ホテルの宿泊、飲食収入

ホテルの宿泊及び飲食収入については、宿泊者に

対する宿泊及び飲食に関するサービス提供の履行義

務を負っています。

当該履行義務は、宿泊者へサービスが提供された

時点で充足されるものであり、その時点において収

益を認識しております。また、連泊時における宿泊

に関するサービスについては、宿泊日ごとに収益を

認識しております。

― 24 ―

2024年05月21日 12時24分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



・コンサルティング収入

ホテルのコンサルティングによるコンサルティン

グ収入については、業務委託者との業務委託契約書

又はコンサルティング契約書に基づき当該ホテルの

業容拡大、収益向上及び円滑な事業推進又は開業を

目的として指導助言等を行う義務を負っています。

当該履行義務は各ホテルの運営管理サービスが提

供される一定の期間にわたり充足されるものであ

り、当該履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認

識しております。

③ ハーブガーデン運営事業

・ハーブガーデン運営及びハーブ等の生産卸売収

入

ハーブガーデン運営及びハーブ等の生産卸売につ

いては、ショップ及びレストランにおける飲食物販

事業と外部業者へのハーブ卸売事業であり、顧客と

の販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負

っております。

当該履行義務は主として顧客が当該商品に対する

支配を獲得する商品の引き渡し時点で充足されるも

のであり、当該商品を引き渡した時点において収益

を認識しております。

― 25 ―

2024年05月21日 12時24分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



(5) その他連結計算書類の作

成のための基本となる重

要な事項

① 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、瀛創（上海）商務咨洵有限公

司の決算日は、12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計

算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。

なお、連結の範囲から除外した株式会社大多喜ハ

ーブガーデン及びハーブ生産出荷組合株式会社は、

連結の範囲から除外するまでの損益を取り込んでお

ります。

② 繰延資産の処理方法

開業費

開業後５年以内にわたり、定額法により償却して

おります。

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

Ⅱ 表示方法の変更
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めておりました「未払金」（前

連結会計年度29,585千円）は、重要性が高まったため、当連結会計年度においては

区分掲記しております。

Ⅲ 会計上の見積りに関する注記

１．会計上の見積りを示す項目及び見積りの内容

販売用不動産の評価

２．当連結会計年度に計上した金額

科目名 金額（千円）

販売用不動産 43,837

３．その他見積りの内容に関する理解に資する情報

販売用不動産については、正味売却価額が取得原価よりも下落した場合には、

正味売却価額を貸借対照表価額としております。正味売却価額は、販売見込額か

ら販売経費等見込額を控除した額であり、販売見込額は、社外の不動産鑑定士に

よる鑑定評価額に基づいて見積もった販売可能見込額であります。
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正味売却価額における販売見込額は、将来の不確実な経済状況及び会社の経営

状況の影響を受ける可能性があり、見積りの前提とした条件が変化した場合、翌

連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

Ⅳ 連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 27,335千円

Ⅴ 連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 41,746,384株

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換に伴い、新株が4,615,384株増
加しております。

当連結会計年度末の自己株式の種類及び総数

自己株式 60,400株

２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

普通株式 5,635,400株

Ⅵ 金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは主に不動産再生事業を行うための事業計画に照らして、必要な

資金（主に銀行借入）を調達しております。また、不動産再生事業資金について

は、金融機関と交渉し、案件毎に販売用不動産に担保設定を行うことにより、資

金調達を行っております。一時的な余資については、安全性の高い金融資産（預

金等）で運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
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借入金は、運転資金として調達した資金ですが、本借入金については、金利変

動リスクを回避するため、固定金利での調達を行う場合もあります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権は与信管理規程に従い、管理部により、主要取引

先の状況をモニタリングすることで、回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

金利変動リスクを回避するため、固定金利での調達を行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)

の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画表を

作成・更新することなどにより流動性リスクの管理を行っております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要

因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が

変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

敷金及び保証金 84,423 76,255 △8,167

資産計 84,423 76,255 △8,167

長期借入金(※３) 41,260 41,056 △203

負債計 41,260 41,056 △203

(※１）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」及び

「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも

のであることから、記載を省略しております。

(※２）「破産更生債権等」については、貸倒引当金控除後の計上額に重要性が乏しいため、記載を

省略しております。

(※３）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
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て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に

関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した

時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した

時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最

も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 76,255 － 76,255

資産計 － 76,255 － 76,255

長期借入金 － 41,056 － 41,056

負債計 － 41,056 － 41,056

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、関係する将来キャッシュ・フローを返還予定時期に基づき、国債

利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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Ⅶ 収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）

（単位：千円）

売上高

不動産事業 707,025

ホテル運営事業 446,183

ハーブガーデン運営事業 103,533

顧客との契約から生じる収益 1,256,741

その他の収益 35,476

外部顧客への売上高 1,292,217

２．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 43,598

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 78,336

契約資産（期首残高） 2,585

契約資産（期末残高） －

契約負債（期首残高） 12,377

契約負債（期末残高） 6,610

契約資産は、顧客とのホテル開業に関するアドバイザリー契約に基づいて、一定

期間にわたり認識した収益に係る未請求売掛金であり、ホテルの開業時において顧

客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は主に、不動産事業における不動産の管理受託フィー、ホテル運営事業

におけるホテル運営のアドバイザリー報酬、ホテルの宿泊代金等の前受金であり、

収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれてい

た金額は11,437千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引

はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれてい

ない重要な金額はありません。
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Ⅷ １株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 19円68銭

２．１株当たり当期純損失 3円74銭

Ⅸ 重要な後発事象に関する注記

（第８回新株予約権の行使による増資）

2024年４月25日に第８回新株予約権の全部が権利行使されました。当該新株予

約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

①行使新株予約権個数 46,154個

②資本金の増加額 152,308千円

③資本剰余金の増加額 152,308千円

④増加した株式の種類及び株数 普通株式 4,615,400株

（自社株価予約取引契約の締結並びに第１回自社株価予約取引の申込み）

当社は、今後のホテルの開発・投資・運営を進める上で、当社事業と親和性が

高く、シナジーが期待できるより多くの企業との戦略的な資本業務提携を積極的

に策定しており、これら資本業務提携先へ当社株式を保有いただくことを想定し、

自己株式の取得を検討しましたが、現状の利益剰余金がマイナスであるため、自

己株式を取得できない状況にあります。

そこで、現在の余剰資金を有効に活用しつつ、戦略的に資本業務提携先へ当社

株式を円滑に保有いただく選択肢が可能となる自社株価予約取引に係る契約（以

下「本契約」といいます。）を、2024年５月13日にEVOLUTION Financial Groupの

一員であるEVO FUND（以下「エボリューション」といいます。）との間で締結いた

しました。

本取引を行うことにより、当社の経営戦略と柔軟な資本政策を図ることができ、

かつ本取引の実施は、当社が掲げる企業価値・株式価値の向上に資するものと判

断しております。

１．自社株価予約取引の概要

「自社株価予約取引」とは、取引当初時の当社普通株式の時価に基づいた「先

渡価格」を予め設定し、基本的に将来の契約終了時点の当社普通株式の株価に基

づく「終了時基準価格」と当該先渡価格との差額のみを精算（差金決済）する取

引で、以下の効果をもたらす取引です。

● 終了時基準価格＞先渡価格 --- 当社の差金受取り（株価上昇メリット）

● 終了時基準価格＜先渡価格 --- 当社の差金支払い（株価下落リスク）
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自社株価予約取引の実行に際しては、当社からの当該取引の申込みの後に、本

契約に基づく取引（以下「本取引」といいます。）のヘッジ取引としてエボリュー

ションが取引所金融商品市場において当社普通株式を取得する旨の連絡を受けて

おります。このように当社普通株式が買付けられるという点において、自社株価

予約取引は自己株式の取得に類似しておりますが、両者は異なる性質を持つ異な

る取引です。

なお、本取引の履行によって、当社自らが自己株式を取得するものではありま

せん。

２．本契約の概要

本契約に基づく個別の本取引の対象株式数の総数は1,800,000株（以下「対象株

式総数」といいます。）を上限としております。本契約に基づく個別の本取引は、

対象株式総数を充足するまでは複数回に分けて異なる時期に行われることがあり、

個別の取引に係る先渡取引期間は重複することがあります。

第１回自社株価予約取引契約は、本契約に基づき行われる初回の取引として、

下記(4)に記載される対象株式数を上限に、その一部若しくは全部について、当社

とエボリューションとの間で締結される自社株価予約取引です。

当社は、第１回自社株価予約取引契約の申込みを行います。上記申込みに伴い、

エボリューションは、本取引のヘッジ取引として、対象株式数の範囲内で当社普

通株式の買付けを行うことが企図されています。但し、かかる買付けはエボリュ

ーションの裁量により行われるため、エボリューションが必ずしも対象株式数の

上限まで買付けを行うというわけではありません。

第１回自社株価予約取引契約の概要は、以下のとおりです。

(1) 取引実行予定日 下記(4)に記載される対象株式数の上限まで買付け

を行った日、又は下記(5)に記載される買付可能期

間が終了した日

(2) 取引の種類 株式先渡取引（差金決済）

(3) 対象株式 当社普通株式

(4) 対象取得株式数 上限1,800,000株（2024年４月25日時点の当社総株

主の議決権数の3.89％相当）。但し、１株当たり

140円を上限とする。

なお、当社が自社株価予約取引の申込みをする際に

は、当社が対象株式に関する金融商品取引法第166

条第２項に定める重要事実又は同法第167条第２項

に定める公開買付け等の実施に関する事実若しくは

公開買付け等の中止に関する事実を認識していない

ことが前提となる。
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(5) エボリューションに

よる対象株式の買付

可能期間

2024年５月14日～2025年５月13日。但し、エボリ

ューションが合理的でないと判断する場合を除き、

当社はエボリューションへの申込みにより買付可

能期間を延長することができる。

(6) エボリューションに

よる対象株式の取得

方法

原則として市場より取得予定。

(7) 先渡取引期間 第１回自社株価予約取引契約の締結時点から３年

間とする。但し当社とエボリューションとは、協

議のうえ、合意する条件で先渡取引期間を延長す

ることができる。

(8) 先渡価格 下記（9）に記載する当初基準価格に、取引期間に

応じて次の割合（以下「先渡価格調整料率」とい

います。）を掛けて算出した金額

１年目の応当日直前まで：101.5％（端数切捨て）

１年目の応当日以降２年目の応当日直前まで：

103.0％（同上）

２年目の応当日以降３年目の応当日直前まで：

104.5％（同上）

期限前解約が行われた場合は、期限前解約の対象と

なった対象株式数に応じて調整される。

(9) 当初基準価格 エボリューションが本取引のヘッジ・ポジション

の構築のために買付けた対象株式の買付価格の総

額

(10) 先渡購入者 当社

(11) 先渡売却者 エボリューション
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(12) 決済方法 以下の状況に応じて現金決済を行う。

① 決済基準金額

下記(13)に記載する終了時基準価格から先渡価格を

差引いた金額の絶対値

② 終了時基準価格＞先渡価格の場合

終了時基準価格－先渡価格が正の値であれば、当社

はエボリューションから決済基準金額の80％相当額

を受取る

③ 終了時基準価格≦先渡価格の場合

終了時基準価格－先渡価格が負の値であれば、当社

はエボリューションに対して決済基準金額100％相

当額を支払う。

(13) 終了時基準価格 エボリューションが本取引について、終了時基準

価格計算開始日から満期日（当日を含む）までの

実務上可能な限り早い期間に、本取引のヘッジ・

ポジションの解消のために売付けられた対象株式

の売付価格の総額

(14) 終了時基準価格計算

開始日

本取引の実行に際し、エボリューションにより通

知される日付

当該日付は、エボリューションがヘッジ・ポジショ

ンの解消のための対象株式の売付けを行うにあた

り、市況等や売却方法を勘案した上で最低限必要と

される期間を計算し、当該期間を確保するために設

定される。
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(15) エボリューションに

よる対象株式の売付

方法

下記いずれかの方法を想定している。

① 立会内取引による売却

② 立会外取引又は市場外取引による売却（ブロッ

ク取引等）

③ 事 前 公 表 型 の 自 己 株 式 立 会 外 買 付 取 引

（ToSTNeT-3）への応募による売却

なお、エボリューションが本取引のヘッジ・ポジシ

ョン解消のための対象株式の売付けを取引所金融商

品市場において行う場合には、価格については金融

商品取引法施行令第26条の4及び有価証券の取引等

の規制に関する内閣府令第12条に定める空売り規

制、また数量については有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令第17条第3号の規定にそれぞれ準ず

る規制をそれぞれ遵守し、市場株価及び出来高に配

慮しながら行うものとする。

(16) 期限前解約条項 当社が自社株買いを行う場合、市場売却による期限

前解約を希望する場合、及び当社が指定する投資家

が対象株式の購入に同意する場合は、本取引におい

て、本契約所定の条件の下、その全部又は一部を任

意に期限前解約することができる。

なお、当社が期限前解約の通知を行う際には、当社

及びエボリューションが対象株式に関する金融商品

取引法第166条第２項に定める重要事実又は同法第

167条第２項に定める公開買付け等の実施に関する

事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実を認

識していないことが前提となる。
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(17) 期限前解約時の決済

方法

期限前解約が行われた場合、以下の状況に応じて現

金決済を行う。

① 決済基準金額

下記(18)に記載する期限前解約時終了時基準価格か

ら下記(19)に記載する期限前解約時先渡価格を差引

いた金額の絶対値

② 期限前解約時終了時基準価格＞期限前解約時先

渡価格の場合

期限前解約時終了時基準価格－期限前解約時先渡価

格が正の値であれば、当社はエボリューションから

決済基準金額の80％相当額を受取る

③ 期限前解約時終了時基準価格≦期限前解約時先

渡価格の場合

期限前解約時終了時基準価格－期限前解約時先渡価

格が負の値であれば、当社はエボリューションに対

して決済基準金額100％相当額を支払う。

(18) 期限前解約時終了時

基準価格

期限前解約の対象となった対象株式数につき、エボ

リューションが本取引のヘッジ・ポジションの解消

のために売付けられた対象株式の売付価格の総額

(19) 期限前解約時先渡価

格

当初基準価格を、本取引のヘッジ・ポジション構

築のために買付けた対象株式の株式数で除し、期

限前解約の対象となった対象株式数を乗じ、更に

その時点で適用のある先渡価格調整料率を掛けて

算出した額

(20) 期限前解約条項に基

づく期限前解約に伴

うペナルティ・コス

ト（損害金）

なし
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(21) 申込金 本取引について、当社はエボリューションに対し

て、本取引の先渡価格と同等金額の申込金を差入

れる。なお、取引条件が確定した際、申込金差入

額が本取引の先渡価格の金額を上回る場合には、

かかる余剰金額については直ちに当社に返還され

る。また、先渡価格の変更等の事情に伴い申込金

の不足が生じた場合、先渡購入者は、直ちに当該

不足額を先渡売却者に差し入れる。

本取引が終了する場合、エボリューションは、当社

から受領した申込金の全額を当社に対して返還す

る。

なお、申込金とは別に本取引の媒介者として支援業

務を提供するEVOLUTION JAPAN証券株式会社へのア

レンジメント手数料を支払うものとする。

(22) 先渡価格の調整 対象株式について株式分割、株式併合、その他対

象株式の理論価格に変動を及ぼす事象（時価によ

る新株式発行等は含まれない）が生じた場合には、

先渡価格等は調整される。

３．会計上の取扱い及び翌連結会計年度から当該契約終了時に至る連結損益に与

える影響

会計上の取扱いについては、ヘッジ会計は適用せず、四半期決算ごとに時価評

価いたします。すなわち、各四半期末における当社普通株式の時価が前四半期末

における時価（当初四半期においては先渡価格）を上回った場合は、「営業外収

益」を計上いたします。

一方で、各四半期末における当社普通株式の時価が前四半期末における時価

（当初四半期においては先渡価格）を下回った場合は「営業外費用」を計上いたし

ます。いずれの場合においても、満期終了、又は解約をされない限りは評価損益

であり、キャッシュ・フローは発生いたしません。
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貸 借 対 照 表
(2024年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

そ の 他 の 棚 卸 資 産

前 払 費 用

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 付 属 設 備

工 具、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

その他の関係会社有価証券

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

貸 倒 引 当 金

824,048

745,551

16,961

43,837

26

7,912

5,010

4,862

△114

264,771

0

0

0

0

0

0

0

264,771

3,600

152,580

30

0

84,990

70,000

0

82,271

△128,700

流 動 負 債 225,158

１年内返済予定の長期借入金 32,120

リ ー ス 債 務 893

未 払 金 23,444

未 払 費 用 5,985

未 払 法 人 税 等 9,123

未 払 消 費 税 等 16,666

契 約 負 債 3,592

預 り 金 62,675

賞 与 引 当 金 6,881

株 主 優 待 引 当 金 59,320

そ の 他 4,455

固 定 負 債 10,300

長 期 借 入 金 9,140

リ ー ス 債 務 1,160

負 債 合 計 235,459

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

新 株 予 約 権

813,203

1,283,205

1,053,204

1,053,204

△1,520,730

△1,520,730

△1,520,730

△2,476

40,157

純 資 産 合 計 853,360

資 産 合 計 1,088,820 負債・純資産合計 1,088,820

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2023年４月１日から)2024年３月31日まで
(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 755,668

売 上 原 価 537,178

売 上 総 利 益 218,489

販売費及び一般管理費 342,887

営 業 損 失 124,398

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,758

業 務 受 託 料 8,520

受 取 遅 延 損 害 金 2,000

関係会社事業損失引当金戻入額 31,708

そ の 他 307 45,293

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,606

社 債 発 行 費 2,813

株 式 交 付 費 1,724

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 15,200

関 係 会 社 支 援 損 21,402

そ の 他 110 47,857

経 常 損 失 126,962

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 16,399

減 損 損 失 6,208 22,608

税 引 前 当 期 純 損 失 149,570

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 949 949

当 期 純 損 失 150,520

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2023年４月１日から)2024年３月31日まで
(単位：千円)

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金

その他利益
剰 余 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,133,205 903,204 △1,370,210 △2,476 663,723 29,278 693,001

当 期 変 動 額

転換社債型新株予約権付社債の転換 150,000 150,000 300,000 300,000

当 期 純 損 失 △150,520 △150,520 △150,520

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,878 10,878

当期変動額合計 150,000 150,000 △150,520 - 149,479 10,878 160,358

当 期 末 残 高 1,283,205 1,053,204 △1,520,730 △2,476 813,203 40,157 853,360

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び

評価方法

① 関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

② その他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、匿名組合出資金の会計処理については、匿

名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持

分相当額を「その他の関係会社有価証券」に計上

しております。

匿名組合への出資時に「その他の関係会社有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分

相当額については、「売上高」又は「売上原価」

に計上するとともに、同額を「その他の関係会社

有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払い

戻しについては、「その他の関係会社有価証券」

を減額させております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び

評価方法

販売用不動産

個別法による原価法を採用しております。

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定)

２．固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属

設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物附属設備 10～15年

工具、器具及び備品 ４～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、償却年数は５年です。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。
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３．引当金の計上基準 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のう

ち当事業年度負担額を計上しております。

株主優待引当金

株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、

翌事業年度において発生すると見込まれる額を計

上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。
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４．重要な収益及び費用の計上

基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要

な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時

点）は以下のとおりであります。

① 不動産事業

・物件売却収入

自己勘定により不動産を取得し、リノベーション

等により資産価値を高めた後、投資用不動産として

販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基

づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っていま

す。

当該履行義務は物件が引渡される一時点で充足さ

れるものであり、当該引渡時点において収益を認識

しております。

・不動産管理収入

不動産管理による管理収入については、プロパテ

ィマネジメントを受託している不動産物件におい

て、管理委託者とのプロパティマネジメント業務委

託契約書又は建物管理請負契約書に基づき当該物件

の管理を行う義務を負っています。

当該履行義務は物件管理サービスが提供される一

定の期間にわたり充足されるものであり、当該履行

義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しておりま

す。

② ホテル運営事業

・コンサルティング収入

ホテルのコンサルティングによるコンサルティン

グ収入については、業務委託者との業務委託契約書

又はコンサルティング契約書に基づき当該ホテルの

業容拡大、収益向上及び円滑な事業推進又は開業を

目的として指導助言等を行う義務を負っています。

当該履行義務は各ホテルの運営管理サービスが提

供される一定の期間にわたり充足されるものであ

り、当該履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認

識しております。
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５．その他計算書類の作成のた

めの基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

Ⅱ 会計上の見積りに関する注記

１．会計上の見積りを示す項目及び見積りの内容

販売用不動産の評価

２．当事業年度に計上した金額

科目名 金額（千円）

販売用不動産 43,837

３．その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結計算書類「連結注記表 Ⅲ会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と

同一であります。

Ⅲ 貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 22,475千円

２．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額

は、次のとおりであります。

関係会社に対する短期金銭債権 439千円

関係会社に対する短期金銭債務 166千円

Ⅳ 損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額

営業取引による取引高の総額 11,926千円

営業取引以外の取引による取引高の総額 16,400千円

Ⅴ 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 60,400株
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Ⅵ 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 2,502千円

未払固定資産税 229千円

販売用不動産 9,581千円

賞与引当金 2,107千円

繰越欠損金 806,991千円

関係会社株式評価損 16,963千円

その他の関係会社有価証券評価損 3,062千円

関係会社出資金評価損 25,664千円

関係会社支援損 11,058千円

貸倒引当金 39,442千円

匿名組合出資金評価損 2,280千円

減損損失 6,633千円

その他 2,310千円

繰延税金資産小計 928,827千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △806,991千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △121,836千円

評価性引当額小計 △928,827千円

繰延税金資産合計 －千円
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Ⅶ 関連当事者との取引に関する注記

１．親会社及び法人主要株主等
(単位：千円)

属性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割 合 （％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注)５

科目 期末残高

親会社

(注)４

インバウンド
インベストメント
合 同 会 社

被所有
直接 49.3

転換社債型新
株予約権付社
債の発行
及び

転換社債型新
株予約権付社
債の転換の引

受

転換社債型新

株予約権付社

債の発行

(注)１

300,000 - -

利息の支払
(注)２

5,123 - -

転換社債型新株

予約権付社債の

転換による当社

株式の引受

(注)３

300,000 - -

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注)１.2023年４月28日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債部分

（300,000千円）について、2024年３月７日に全部が転換行使されております
２.社債の利率については、当社の資金調達金利を勘案して合理的に決定しております
３.2023年４月28日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債部分
（300,000千円）について、2024年３月７日に全部が転換行使されております。

４.2024年3月13日付で株式譲渡し、所有割合が49.3%から37.31%となり親会社からその他関係
会社となっております。

５.取引金額には消費税等は含めておりません。
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２．子会社及び関連会社等
(単位：千円)

属性 子会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割 合 （％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注)７

科目 期末残高

子会社

(注)２

株 式 会 社
大多喜ハーブ
ガ ー デ ン

所有
直接 100.0

資金の援助

利息の受取
(注)１

1,949 - -

債権放棄
(注)３

155,000 - -

子会社
瀛創（上海）商務咨洵

有 限 公 司
所有

直接 100.0
資金の援助

資金の貸付
(注)１

-
関係会社
長期貸付金
(注)４

50,000

増資引受
(注)４

21,402 - -

子会社
ホスピタリティ
インベストメント
合 同 会 社

所有
直接 100.0

資金の援助

資金の貸付
(注)１

-
関係会社
長期貸付金
(注)５

10,000

利息の受取
(注)１

200 - -

子会社

株 式 会 社
イントランス
ホテルズアンド
リ ゾ ー ツ

所有
直接 100.0

資金の援助

資金の貸付
(注)１

-

1年以内回収
予定の関係会
社長期貸付金

(注)６

5,010

-
関係会社
長期貸付金
(注)６

24,990

利息の受取
(注)１

601 - -

子会社
ＹＵＭＩＨＡ沖縄
合 同 会 社

所有
間接 100.0

匿名組合

出資

匿名組合
出資

80,000 - -

匿名組合
分配損

64,164 - -

子会社
京 都 ホ テ ル
オペレーションズ
合 同 会 社

所有
間接 100.0

匿名組合

出資

匿名組合
出資

47,000 - -

匿名組合
分配損

15,595 - -

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注)１.資金の貸付利率については、当社の資金調達金利を勘案して合理的に決定しております。

２.株式会社大多喜ハーブガーデンは、2023年８月31日に当社が保有する株式の全部を売却し
たため、子会社には該当しなくなりました。

３.当社取締役会決議に基づき、同社に対する債権155,000千円を放棄しております。これに
伴い、前事業年度に計上した貸倒引当金155,000千円を充当しております。また、前事業
年度に計上した関係会社事業損失引当金を31,708千円は、当事業年度において全額戻し入
れており、関係会社事業損失引当金戻入額を営業外収益に計上しております。

４.瀛創（上海）商務咨洵有限公司に対する関係会社長期貸付金については、45,900千円の貸
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倒引当金を計上しております。なお、当事業年度において貸倒引当金繰入額9,400千円を
計上し、増資引受額21,402千円を関係会社支援損に計上しております。

５.ホスピタリティインベストメント合同会社に対する関係会社長期貸付金については、
7,400千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において貸倒引当金繰入
額400千円を計上しております。

６.株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツに対する関係会社長期貸付金24,990千円に
ついては、当事業年度において貸倒引当金5,400千円を計上し、同額の貸倒引当金繰入額
を計上しております。

７.取引金額には消費税等は含めておりません。

３．役員
(単位：千円)

属性 氏 名
議決権等の
被所有割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注)３

科目 期末残高

役員 濱 谷 雄 二
被所有
直接 0.3

当社顧問
(注)１

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注)２

28,000 - -

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注)１.2021年６月まで当社の代表取締役を務めております。

２.当社銀行借入の連帯保証人となっており、保証料の支払いは行っておりません。なお、取
引金額には、保証額の期末残高を記載しております。

３.取引金額には消費税等は含めておりません。

Ⅷ １株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 19円51銭

２．１株当たり当期純損失 4円03銭

Ⅸ 重要な後発事象に関する注記

（第８回新株予約権の行使による増資）

2024年４月25日に第８回新株予約権の全部が権利行使が行われました。当該新

株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

①行使新株予約権個数 46,154個

②資本金の増加額 152,308千円

③資本準備金の増加額 152,308千円

④増加した株式の種類及び株数 普通株式 4,615,400株

（自社株価予約取引契約の締結）

連結注記表「Ⅸ 重要な後発事象に関する注記（自社株価予約取引契約の締結）」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2024年５月17日

株式会社イントランス

取締役会 御中

三優監査法人

東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 浩 史

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 河 合 秀 敏

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社イントランスの2023

年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、株式会社イントランス及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ
の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判
断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書
類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監
査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連
結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結
計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を
負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監
査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び
監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫
理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考
えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2024年５月17日

株式会社イントランス

取締役会 御中

三優監査法人
東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 浩 史

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 河 合 秀 敏

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イントランス

の2023年４月１日から2024年３月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ
の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

― 52 ―

2024年05月21日 12時24分 $FOLDER; 52ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読

の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判

断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不

正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査
報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書
類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性がある
と判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書
類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の
注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算
書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監

査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び
監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫
理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考
えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第26期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、

本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしまし

た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通

及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし

た。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企

業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則

第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の

内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期

的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
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③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月20日

株式会社イントランス 監査役会

常 勤 監 査 役 平 田 邦 夫 ㊞

監 査 役(社外監査役） 上 床 竜 司 ㊞

監 査 役(社外監査役) 杉 田 定 大 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

今後の事業内容の多角化に対応するため現行定款第２条（目的）につきまし

て事業目的を追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示します。）

現行定款 変更案
第２条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。

第２条（目的）
（現行どおり）

１．～７．（条文省略） １．～７．（現行どおり）

（新 設） ８．旅行サービス手配業

８．飲食店の経営 ９．飲食店の経営

９．コンピューターシステムの企画、設
計、開発、製作、保守、技術提供お
よび技術指導に関する業務ならびに
代理業務

10．コンピューターシステムの企画、設
計、開発、製作、保守、技術提供お
よび技術指導に関する業務ならびに
代理業務

10．各種情報サービス業務 11．各種情報サービス業務

11．マーケティング全般の企画 12．マーケティング全般の企画

12．各種イベントの企画、制作、運営 13．各種イベントの企画、制作、運営

13．人材育成の為の教育事業ならびにカ
ウンセリング業務

14．人材育成の為の教育事業ならびにカ
ウンセリング業務

14．投資事業組合財産の運用および管理 15．投資事業組合財産の運用および管理

15．損害保険、生命保険の募集に関する
代理業務

16．損害保険、生命保険の募集に関する
代理業務

16．貸金業業務 17．貸金業業務

17．金融商品取引法に基づく第二種金融
商品取引業

18．金融商品取引法に基づく第二種金融
商品取引業

18．金融商品取引法に基づく投資助言
業・代理業

19．金融商品取引法に基づく投資助言
業・代理業

19．前各号に附帯する一切の事業 20．前各号に附帯する一切の事業
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第２号議案 取締役４名選任の件

本総会終結の時をもって取締役６名全員が任期満了となりますので、経営体制の効

率化のために２名減員し、取締役４名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有株式数
（株）

１

何
か ど う じ

同璽

(1970年10月２日生)

再任

2003年４月 株式会社オリエンタル･ソリューション取締役

－

2004年９月 ＥＴモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任)

2008年９月 北京逸行国際旅行社有限公司執行董事(現任)

2012年３月 北京逸行之旅信息科技有限公司董事長(現任)

2016年９月 瀛之行(上海)国際旅行社有限公司執行董事（現任)

2018年２月 株式会社いるかラボ代表取締役(現任)

2018年９月 合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任)

2019年６月 当社取締役

2019年10月 株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役(現任)

2020年５月 ホスピタリティインベストメント合同会社 職務執行者

2020年９月 ジャパンホテルインベストメント株式会社取締役（現任）

2021年３月 株式会社日本遊 代表取締役（現任）

2022年９月 ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役（現任）

2023年６月 当社代表取締役（現任）

2023年６月 一般社団法人Keystone 代表理事（現任）

２

須
すどう しげる

藤 茂

(1977年９月２日生)

再任

1998年７月 SONEA Co.,Ltd（Philippine）設立

－

2003年４月 B.T.C INC（Singapore）設立

2008年10月 株式会社エスペシア代表取締役（現任）

2017年４月 株式会社ユニマットプレシャス 常務取締役

2019年10月 株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ代表取締役(現任)

2022年７月 京都ホテルオペレーションズ合同会社 職務執行者(現任)

2022年９月 ジャパンホテルオペレーションズ株式会社 取締役（現任）

2023年１月 ジャパンホテルインベストメント株式会社 取締役（現任）

2023年２月 YUMIHA沖縄合同会社 職務執行者（現任）

2023年６月 当社取締役（現任）

３

日比
ひ び の け ん

野 健

(1951年１月７日生)

再任 社外

1974年４月 株式会社日本交通公社（現株式会社ＪＴＢ)入社

－

1995年３月 同社団体旅行京都支店長

2001年４月 同社経営企画部長

2003年６月 株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長

2008年６月 株式会社ＪＴＢ取締役旅行事業本部長

2010年４月 株式会社ＪＴＢ西日本代表取締役社長

2012年６月 株式会社ＪＴＢ代表取締役専務(グローバル事業担当)

株式会社ＪＴＢ総合研究所代表取締役社長

2019年２月 当社顧問

2019年６月 当社取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有株式数
（株）

４

仇
きゅう ひい

非

(1967年８月２日生)

再任 社外

2003年３月 博世(中国)有限公司マーケティングマネージャー

－

2004年９月 福特汽車（中国）有限公司 大中華区マ
ーケティング総監

2007年７月 行暢文化伝播有限公司 ＣＥＯ

2009年７月 新華都実業集団(上海)投資有限公司総裁

2015年４月 上海复医夭健医療服務産業股份有限公司
董事（現任）

2016年６月 飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司董事

2017年10月 浙江快准車服網絡科技有限公司董事(現任)

2018年４月 正知資本ＣＥＯ（現任）

2020年６月 当社取締役（現任）

(注)１.何同璽氏は、当社の親会社等でありました合同会社インバウンドインベストメント、ＥＴモバ

イルジャパン株式会社のそれぞれ代表者であります。

２.各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３.日比野健氏、及び仇非氏は、社外取締役候補者であります。

４.社外取締役候補者とした選任理由及び期待される役割並びに独立性について

①日比野健氏は、長年にわたって培われた旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度

な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見･提言をいただくことで、当社の経営に対し

適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。

仇非氏は、中国での経営者としての高度な知見と豊富な経験があり、客観的な見地から意見･提

言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任して

おります。

②日比野健氏、及び仇非氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また

過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

③日比野健氏、及び仇非氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受

ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

④日比野健氏、及び仇非氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、

三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

５.日比野健氏の社外取締役就結の時をもって５年となります。

仇非氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

６.当社は現在、日比野健氏、及び仇非氏との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１

項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社

法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする旨の

責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の責任限

定契約を継続する予定であります。

７.当社は、保険会社との間で、当社取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規

定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。当該契約の内容は、事業

報告「４．会社役員に関する事項（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおり

であります。なお、各候補者が当社取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、

任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

以 上
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渋谷
スクランブル
スクエア

TSUTAYA

SHIBUYA
109

ハチ公像

セブンイレブン

モヤイ像

渋谷
サクラステージ

西口
バスターミナル

西口
バスターミナル

渋谷
マークシティ

渋谷
マークシティ

三菱 UFJ 銀行

渋谷フクラス

サピックス
小学部渋谷校

セルリアンタワー

勝牛

南平台

国道２４６

道玄坂

渋谷駅

道玄坂上
交番前

SHIBUYA ＳＯＬＡＳＴＡ

ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ
渋谷ソラスタ　コンファレンス

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場： 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 渋谷ソラスタ４階

渋谷ソラスタコンファレンス

TEL 03－5784－2604（代表）

交通 ＪＲ、東京メトロ、東急各線「渋谷」駅西口より徒歩６分

※渋谷マークシティ「道玄坂上方面出口」より徒歩２分

京王井の頭線「神泉」駅より徒歩４分

◎ 駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠

慮くださいますようお願い申し上げます。
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